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平成２７年岳南排水路管理組合議会定例会（１０月）会議録 

平成２７年１０月１６日（金） 

１ 出 席 議 員（１０名） 

１番 松 本 貞 彦 議員 

２番 小 山 忠 之 議員 

３番 前 島 貞 一 議員 

４番 須 藤 秀 忠 議員 

５番 村 松 金 祐 議員 

６番 小 松 快 造 議員 

７番 佐 野 智 昭 議員 

８番 杉 山  諭  議員 

９番 萩 野 基 行 議員 

１０番 中 村 憲 一 議員 

 

 

２ 説明のため出席した者（９名） 

管   理   者 小 長 井 義 正  君 

副  管  理  者 仁 藤   哲  君 

代 表 監 査 委 員 山 本 浩 之 君 

富士市上下水道部長 加 藤 裕 一 君 

富士市産業経済部長 吉 田 和 義 君 

富 士 宮 市 水 道 部 長 樋 口 一 典 君 

局       長 近 藤  敦  君 

総  務  課  長 浦 田 勝 広 君  

施  設  課  長 髙 野 新 次 君 

３ 出席した事務局職員（３名） 

管  理  係  長 佐 藤  剛  君 

庶  務  係  長 根 上 忠 記 君 

庶務係上席主事 渡 邊 友 貴 君 
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４ 議 事 日 程  

日程第１  会議録署名議員の指名 

日程第２  会期の決定 

日程第３  認第１号  平成２６年度岳南排水路管理組合会計歳入歳出 

決算認定について 

日程第４  議第４号  平成２７年度岳南排水路管理組合会計補正予算に 

ついて（第1号） 

日程第５  議第５号  岳南排水路管理組合監査委員の選任につき同意 

を求めることについて 
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午前１０時 開 会 

○局長（近藤 敦君） 会議に先立ちましてお願い申し上げます。本日、議会開催中に、

管理組合の広報用及び報道機関の写真を撮らせていただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

○議長（松本貞彦議員） 出席議員が法定数に達しておりますので、会議は成立いたしま

した。 

 ただいまから岳南排水路管理組合議会定例会を開会いたします。 

 本日の会議は、お手元に配付いたしてあります議事日程により進めます。 

                                     

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（松本貞彦議員） 日程第１ 会議録署名議員の指名でありますが、会議規則第 

３５条の規定により議長において指名いたします。 

 会議録署名議員に、 

５番   村 松 金 祐 議 員 

６番   小 松 快 造 議 員 

 以上２名を指名いたします。 

                                     

日程第２ 会期の決定 

○議長（松本貞彦議員） 日程第２ 会期の決定について議題といたします。 

 本定例会の会期は本日１日といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって会期は本日１日と決定いたしました。 

 それでは、ここで本定例会に上程される提出議案の大綱説明を管理者に求めます。 

○管理者（小長井義正君） 議長。 

○議長（松本貞彦議員） 管理者。 

○管理者（小長井義正君） お許しを得ましたので、本定例会に上程いたします議案の審

議に先立ちまして、一言ご挨拶申し上げます。 

 本日、本組合議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、公私

ともに大変ご多忙な中ご参集賜り、厚く御礼申し上げます。 

 それでは、本定例会に提案申し上げ、ご審議を賜ります議案の大要につきましてご説明

申し上げますが、詳細につきましては、後刻、事務局から説明させますので、あらかじめ

ご承知いただきたいと存じます。 
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 最初に、認第１号平成２６年度岳南排水路管理組合会計歳入歳出決算認定についてであ

りますが、歳入が６億７,９１１万円余、歳出が６億１,８８９万円余であります。歳入を

前年度と比較してみますと、１００万円余、率にしまして０.１％の減となっております。

これは使用料及び基金繰入金が減少したことによるものでございます。最近の岳南地域の

製紙産業でありますが、原材料、電力の高騰に対する販売価格の値上げが受け入れられ

ず、企業経営への負担増となっていることから、依然として厳しい状況が続いておりま

す。 

 次に、歳出でありますが、１,１５５万円余、率にしまして１.９％の増となっておりま

す。これは総務管理費が増加したことによるものでございます。 

 なお、本年度予定いたしました全ての事業は計画どおり執行することができました。今

後も、当地域の工業振興と環境保全のため、適切な維持管理の遂行に万全を期してまいる

所存でございます。 

 次に、議第４号平成２７年度岳南排水路管理組合会計補正予算についてでありますが、

歳入歳出予算の総額にそれぞれ３,０２２万円を追加し、６億７２２万円とするものでござ

います。これは、歳入におきまして、平成２６年度の決算確定に伴い前年度繰越金の追

加、また、歳出におきましては、調整予算として予備費に追加措置をするものでございま

す。 

 次に、議第５号でございますが、この案件は人事案件でございますので、後刻、上程さ

れました際、改めてご説明いたしますので、ご了承くださいますようお願い申し上げま

す。 

 以上、上程案件につきまして要旨のみ申し上げましたが、ご審議の上、議決を賜ります

ようお願い申し上げまして、私の概要説明とさせていただきます。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（松本貞彦議員） 以上で管理者の説明を終わります。 

                                     

     日程第３ 認第１号平成２６年度岳南排水路管理組合会計歳入歳出 

          決算認定について 

○議長（松本貞彦議員） 日程第３ 認第１号平成２６年度岳南排水路管理組合会計歳入

歳出決算認定についてを議題といたします。 

 決算内容について当局の説明を求めます。 

○局長（近藤 敦君） 議長。 

○議長（松本貞彦議員） 局長。 
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○局長（近藤 敦君） ただいま上程されました認第１号平成２６年度岳南排水路管理組

合会計歳入歳出決算認定についてご説明申し上げます。 

 それでは、決算書の１ページをお願いいたします。平成２６年度の歳入歳出決算は、歳

入総額６億７,９１１万９,２３２円、歳出総額６億１,８８９万８,３７１円、歳入歳出差

引残額６,０２２万８６１円でございます。 

 先ほど管理者から総括説明がございましたので、直ちに内容説明に入らせていただきま

す。なお、詳細につきましては、表紙が薄緑色の事業報告書をあわせてご参照いただきま

すようお願い申し上げます。 

 それでは、歳入歳出決算の事項別明細書に基づき、歳入からご説明申し上げますので、

決算書の６ページ、７ページをお願いいたします。また、事業報告書の９ページから１４

ページ、２、歳入予算の事項別執行状況についてで報告をさせていただいておりますの

で、あわせてお目通しをお願いいたします。 

 まず、１款使用料及び手数料でございますが、予算現額は３億７,８９３万８,０００円

で、調定額、収入済額はともに３億７,９５９万５,２５１円でございます。予算現額に対

する収入率は１００.２％、調定額に対する収入率は１００％でございます。歳入総額に占

める割合は５５.９％でございます。滞納繰り越し及び本年度の収入未済はございませんで

した。 

 それでは、１項１目１節の使用料でございます。調定額、収入済額ともに 

３億７,９３４万４,９９６円で、不納欠損額、収入未済額はともにありませんでした。こ

の使用料の調定額算定基礎といたしました許可排水量及び実績排水量につきましては、事

業報告書の１５ページ、１６ページの別表－３、岳南排水路路線別排水量及び使用料認定

実績表に、路線別、月別ごとの実績排水量とともに、使用料認定実績及び収入済額を表に

してございます。 

 まず、使用工場数ですが、年度途中に１工場が廃止したため、使用許可工場数は８６工

場、うち休止工場は９工場であり、実稼働工場は７７工場でした。基本料金の算定基礎と

なります許可排水量は、表の右上、太枠内に記載してありますように、日量 

１０９万９,４４０立方メートルでございます。前年度に比較して８万１,８５５立方メー

トルの減となっております。これは１号排水路の富士宮地区、伝法地区の大手工場２社の

休止が主な要因でございます。また、実績排水量は従量料金の算定基礎となるもので、年

間の累積排水量は、表の右下の太枠のＡに記載してありますように 

２億４,９１９万４,３４４立方メートルでございました。前年度に比較し 

１,０４４万４,４４８立方メートル、４.０％の減となっております。 
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 補正予算第２号では、休止工場２社の排水量減少に伴い、５００万円を減額補正してお

ります。 

 なお、使用料２０％の特別減額措置でございますが、使用者の経済的負担を軽減するた

めに、平成２４年１１月から、今年度、平成２８年２月までの３年４カ月の期間を設けた

特別措置として行ったものでございます。本年３月に臨時に運営委員会を開催いたしまし

て、この特別措置終了について使用者側との意見交換を行い、全会一致で通常料金に戻す

ことで承諾をいただいております。 

 それでは、決算書の６ページ、７ページにお戻り願います。次に、２款財産収入でござ

いますが、保有しております債券の利子及び配当金の財産運用収入と、物品、不動産等の

財産売払収入でございます。当初予算額に、債券利子の増、旧管路用地の売払収入の増に

伴い５７４万円を増額補正いたしまして、予算現額は５,７６１万円で、調定額、収入済額

はともに５,７７１万５,０９９円でございます。 

 それでは、１項財産運用収入でございますが、基金運用に伴う利子収入でございます。

予算現額は５,３６４万８,０００円で、調定額、収入済額はともに 

５,３６５万７,７５１円でございます。基金は、岳南排水路基金と職員退職手当基金の２

本がございます。 

 補正予算第２号では、岳南排水路基金において、債券の買いかえによります利子の増

分、大口定期貯金の預け額の変更による利子の増分、また、職員退職手当基金の大口定期

預金の預金利率の減分、差し引き合計１７７万９,０００円を補正予算第２号で増額補正し

ております。 

 ２項財産売払収入でございますが、鉄ぶた及び不動産の売払収入でございます。予算現

額は３９６万２,０００円で、調定額、収入済額はともに４０５万７,３４８円でございま

す。補正予算第１号では、旧管路用地１７５平方メートルの売払金３９６万１,０００円を

増額措置しております。 

 ３款繰入金１項基金繰入金でございますが、これは岳南排水路基金及び職員退職手当基

金から繰り入れたもので、予算現額は１億６,６１５万３,０００円で、調定額、収入済額

はともに１億６,６１５万２,０５６円でございます。 

 １目岳南排水路基金繰入金は、予算現額１億１,９００万円に対し、調定額、収入済額と

もに１億１,９００万円でございます。 

 補正予算第２号では、平成２５年度繰越金が当初見込みより多いことに伴い、 

３,０００万円を減額措置しております。 

 ２目職員退職手当基金繰入金は、予算現額４,７１５万３,０００円に対し、調定額、収
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入済額ともに４,７１５万２,０５６円で、定年退職職員２名の退職金でございます。 

 ８ページ、９ページをお願いいたします。４款繰越金は、１項１目前年度繰越金で、前

年度の決算確定に伴い、４,２７８万７,０００円の増額補正をいたしまして、予算現額は

７,２８７万円、調定額、収入済額ともに７,２７８万７,０３９円でございます。 

 次に、５款諸収入は、予算現額３万９,０００円に対し、調定額、収入済額ともに 

２８６万９,７８７円でございます。 

 １項１目預金利子は、調定額、収入済額ともにありませんでした。 

 ２項１目雑入でございますが、予算現額３万８,０００円に対し、調定額、収入済額はと

もに２８６万９,７８７円でございます。これは主として、消費税及び地方消費税過納額還

付金２７２万２,５００円、共済組合保険事業に係る事務手数料２万４,２０２円などでご

ざいます。 

 以上、歳入の合計は、予算現額が６億７,５５２万７,０００円に対し、調定額、収入済

額ともに６億７,９１１万９,２３２円でございます。 

 続きまして、１０ページ、１１ページをお願いいたします。引き続き歳出の説明に入ら

せていただきます。 

 なお、詳細につきましては備考欄によってご説明をさせていただきますが、事業報告書

の１７ページから２４ページ、３、歳出予算の事項別執行状況についてで報告をさせてい

ただいておりますので、あわせてお目通しをお願いいたします。 

 まず、１款議会費でございますが、予算現額３２万２,０００円に対し、支出済額は 

２４万７,４７２円で、執行率は７６.９％、７万４,５２８円が不用額となりました。支出

済額は、備考欄の１、報酬費２０万６,０００円及び２、事務局運営経費 

４万１,４７２円でございます。これは定例会２回の議会開催に係る所要経費でございま

す。 

 ２款総務費です。補正第１号では、ポンプ場管理費において、ＰＣＢ処理運搬料金の改

定に伴い３万円の増額、補正第２号では、一般管理費において、給与改定による増額及び

職員手当等の減額に伴い人件費を８２万９,０００円の減額、負担金率の改定に伴い共済費

を２２万２,０００円の増額、派遣職員分の負担金を４７万７,０００円の増額、平成２５

年度消費税確定に伴い公課費を３３９万４,０００円の減額をし、差し引き合計 

３４９万４,０００円の減額補正を行いました。予算現額は５億６,１３９万６,６００円、

支出済額は５億３,４９９万３,１４８円で、執行率は９５.３％、２,６４０万３,４５２円

が不用額となりました。 

 １項１目一般管理費は、組合運営に係る所要経費でございますが、予算現額 
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１億７,３６４万２,６００円で、これに対して支出済額は１億７,０３４万６,７２９円、

執行率は９８.１％、３２９万５,８７１円が不用額となりました。備考欄の１の給与費の

うち、（４）一般職１３名に係る人件費は、給料、職員手当、共済費、定年退職２名の退職

金を合わせまして１億４,３０８万８,６９７円で、歳出総額の２３.１％を占めておりま

す。２の人事管理費は１,００２万１,８３５円で、臨時職員賃金、職員研修及び職員厚生

費等の経費でございます。３の事務管理費は５５７万８,２１４円で、事務運営経費でござ

います。４の財産管理費は８３８万８,７８４円で、庁舎、車両及び用地管理に係る所要経

費でございます。５の公租公課費は２７８万４,２００円で、消費税でございます。また、

予備費から運営委員会１回追加分の委員報酬８万４,０００円を０１報酬費へ、消費税率引

き上げに伴う不足分として７,６００円を２７節公課費へそれぞれ充用いたしました。 

 次の１２ページ、１３ページをお願いいたします。２項１目排水管理費でございます

が、予算現額２１４万５,０００円に対し、支出済額は１６７万５,８１９円で、執行率 

７８.１％、４６万９,１８１円が不用額となりました。備考欄をごらんください。（１）水

質調査費として４５万６７２円、これは各路線の水質調査に係る経費でございます。（２）

の硫化水素調査費１２２万５,１４７円は、管路施設保全のための硫化水素調査に係る経費

でございます。 

 次に、２項２目下水道管理費でございますが、予算現額５,０６４万５,０００円に対

し、支出済額は４,５９６万８,０８８円で、執行率は９０.８％、不用額は 

４６７万６,９１２円となりました。この執行内容でございますが、備考欄の１、排水量管

理費１５１万５,５８５円は、使用料金の算定根拠となる排水量の検針に係る所要経費でご

ざいます。２、下水道維持費４,４４５万２,５０３円は管路施設の維持に要する経費で、

（１）維持補修費につきましては、人孔整備工事、環境整備工事及び管内補修工事など 

２１件に１,７９９万９,２８０円、（２）保守点検費につきましては、管内点検作業委託な

ど１４件に２,５５２万７,４２０円を執行しております。（３）下水道管理事務費 

９２万５,８０３円は、管理事務に係る所要経費でございます。 

 次に、２項３目ポンプ場管理費でございますが、予算現額３,９１４万円に対し、支出済

額は３,６７２万３,２５７円で、執行率は９３.８％となり、２４１万６,７４３円が不用

額となっております。備考欄の（１）維持補修費は、重油地下タンク電気防食システム設

置工事等２件に４１３万７,４８０円を執行いたしました。（２）保守点検費は、ポンプ場

運転管理業務委託、ゲート点検作業委託等９件に２,７７８万４,７８６円を執行しており

ます。（３）ポンプ場管理事務費４８０万９９１円は、主として電気料及び工業用水使用料

など主ポンプ運転に係る経常的な経費でございます。 
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 次に、３項１目施設改良費は、予算現額２億９,５８２万４,０００円に対し、支出済額

は２億８,０２７万９,２５５円で、執行率は９４.７％、１,５５４万４,７４５円が不用額

であります。この科目は施設の維持保全対策事業のために改良事業に要する経費で、歳出

総額に対しまして４５.３％を占めております。備考欄に記載してございますが、１、管渠

施設費として２億６,６７７万７,５４９円を支出してございます。（１）保全対策事業費に

は、管渠の劣化診断業務委託のほか、管渠更生工事など１３件に 

２億６,５７８万４,７６０円を執行いたしました。 

 １４ページ、１５ページをお願いいたします。（２）管渠施設事務費でございますが、管

渠の施設改良における所要経費で、９９万２,７８９円を執行しております。２、ポンプ場

施設費は、ポンプ場耐震性能評価業務委託１件と、事務費として１,３５０万１,７０６円

を支出してございます。 

 次に、３款公債費１項１目利子でございますが、年度中の資金計画が順調に推移したこ

とにより、一時借り入れがなく、未執行となっております。 

 ４款諸支出金でございます。まず、１項１目岳南排水路基金積立金でございますが、岳

南排水路基金への新たな積み増し分１,５００万円と、債券買いかえによります運用利子の

増分１７５万９,０００円、また、大口定期預金の利子見込額の２万７,０００円の増分と

の合計１,６７８万６,０００円を増額補正いたしまして、予算現額は 

６,８５０万２,９５９円、支出済額は６,８５０万２,６３３円でございます。また、３月

２３日に償還を迎えました債券の償還益１万９５９円を予備費から２５節積立金へ充用い

たしております。 

 次の１項２目職員退職手当基金積立金は、大口定期預金利率の減により、運用益金 

７,０００円を減額措置いたしまして、予算現額は１,５１５万６,０００円、支出済額は

１,５１５万５,１１８円でございます。 

 基金の年度末現在高でございますが、事業報告書の３０ページ、別表－５、基金運用状

況をお願いいたします。 

 １、岳南排水路基金でございます。決算年度末現在高は、表の右太枠内に記載をしてご

ざいますが、３４億６,８３４万５,９７９円でございます。このうち、国債、政府保証債

及び地方債等の購入金額は、ページ中段の基金預金状況に岳南排水路基金の表がございま

すが、下から２行目の右側に括弧書きで記載してございます額面総額２９億円の債券を 

２８億５,９１１万６,０４０円で購入しております。 

 ２、職員退職手当基金でございますが、決算年度末現在高は４,９４４万８,９８４円で

ございます。 
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 それでは、決算書の１４ページ、１５ページにお戻り願います。５款予備費でございま

すが、予算額は、補正第１号で、予算調整のため４,６７１万８,０００円を増額措置し、

補正第２号で、岳南排水路基金への積み増し等のために４,６４７万６,０００円を減額措

置いたしましたので、差し引き２４万２,０００円の増額補正となっております。 

 なお、今年度の予備費からの充用でございますが、運営委員会１回追加分の委員報酬 

８万４,０００円を０１報酬費へ、４月からの消費税率８％への引き上げに伴う不足分とし

て７,６００円を２７節公課費へ、また、償還を迎えました債券の償還益１万９５９円を 

２５節積立金へそれぞれ充用いたしました。これにより、予算現額の計は 

３,０１３万９,４４１円であります。全額が不用額となっております。 

 以上、歳出の合計は、予算現額６億７,５５２万７,０００円に対し、支出済額は６億１,

８８９万８,３７１円で、不用額は５,６６２万８,６２９円となりました。 

 次の１６ページをお願いいたします。実質収支に関する調書でございますが、１、歳入

総額は６億７,９１１万９,０００円、２、歳出総額は６億１,８８９万９,０００円、３、

歳入歳出差引額は６,０２２万円、４の翌年度へ繰り越すべき財源はございませんので、同

額が５の実質収支額でございます。 

 次に、１７ページ、１８ページをお願いいたします。財産に関する調書でございます

が、１、公有財産の（１）土地及び建物についてでございます。行政財産については、決

算年度中の増減はございませんでした。普通財産の土地におきましては、先ほど２款財産

収入２項財産売払収入でご説明いたしましたが、旧管路用地を売り払ったことにより 

１７５平方メートルが減となり、決算年度末現在高は６５８.０６平方メートルでございま

す。 

 ２１ページ、２２ページをお願いいたします。２、物品は、取得価格１件３０万円以上

の物品の年度中の増減はございませんでした。 

 続きまして、２３ページ、２４ページをお願いいたします。３の施設（管きょ）でござ

いますが、富士宮市浅間町において、新管路への切りかえ後、旧管路の閉塞が完了したた

め、これを廃止管路とし、岳南１号第１排水路における管路延長が６７.７７メートル減少

し、岳南排水路全延長は３万８,１９２.１７メートルとなりました。 

 次に２５ページをお願いいたします。４の基金でございますが、（１）岳南排水路基金

は、先ほどご説明申し上げましたとおり、年度中５,０４９万７,３６７円の減額となり、

年度末の現在高は３４億６,８３４万５,９７９円となりました。（２）の職員退職手当基金

は、前年度末現在高８,１４４万５,９２２円に１,５１５万５,１１８円を積み増しいたし

ましたが、職員２名の定年退職手当４,７１５万２,０５６円を取り崩したため、決算年度
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末現在高は４,９４４万８,９８４円でございます。 

 以上、認第１号平成２６年度岳南排水路管理組合会計歳入歳出決算についてご説明をさ

せていただきましたが、よろしくご審議の上、ご認定を賜りますようお願い申し上げまし

て、説明を終わらせていただきます。 

○議長（松本貞彦議員） 当局の説明を終わります。 

 監査の結果について、山本監査委員の報告を求めます。 

○監査委員（山本浩之君） 議長。 

○議長（松本貞彦議員） 山本監査委員。 

○監査委員（山本浩之君） ご指名がありましたので、監査委員を代表いたしまして、平

成２６年度岳南排水路管理組合会計歳入歳出決算及び基金運用状況等の審査結果について

ご報告申し上げます。 

 審査は、小松監査委員とともに、平成２７年８月４日に実施いたしました。 

 審査に当たりましては、歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書、基

金運用状況及び会計書類が地方自治法等関係法令に準拠して作成されているか確認すると

ともに、決算数値の照合を行い、あわせて関係職員から説明を聴取して審査を行いまし

た。その結果、決算書及び附属関係書類等は、いずれも関係法令に準拠して作成されてお

り、計数は関係諸帳簿と符合し、また、予算の執行、財産の管理、基金の運用状況等につ

きましても適正であり、事務事業の執行も所期の目的に沿ったものと認められました。 

 これらの審査結果につきましては、お手元に配付いたしてあります平成２６年度岳南排

水路管理組合会計決算審査意見書にお示ししてありますので、ご参照くださるようお願い

いたします。決算数値の詳細につきましては、先ほど事務局より説明がありましたので、

私からは省略させていただきます。 

 使用者の経済的負担を軽減するため、暫定的に、基本料金、従量料金ともに一律２０％

の減額措置を平成２８年２月まで継続しております。岳南地域の製紙業界は、消費税率引

き上げに伴う個人消費の低迷、電子媒体への移行などによる国内紙需要の構造的減少、円

安の進行による原材料価格の高騰など、依然として厳しい状況が続いております。岳南排

水路も、大手事業所のみならず中小事業所の廃業や生産縮小により、主財源であります使

用料の減収が見込まれる中、使用料の一律２０％減額を実施し、基金の取り崩しによる財

源不足を補うという厳しい状況であるため、引き続きコスト意識を持ち、歳出の経費の節

減に努め、限られた財源の中で、健全な事業執行と同時に、中長期的な展望を見据えた管

理運営を図るよう要望します。 

 以上をもちまして、平成２６年度岳南排水路管理組合会計歳入歳出決算及び基金運用状
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況等の審査の報告といたします。 

○議長（松本貞彦議員） 監査委員の報告を終わります。 

 これから認第１号について質疑に入ります。 

○４番（須藤秀忠議員） 議長。 

○議長（松本貞彦議員）４番 須藤秀忠議員。 

○４番（須藤秀忠議員） 職員の退職金なんですけれども、退職手当 

４,７１５万２,０５６円、これは１人１人幾らになるか。この算出根拠もお願いします。 

○総務課長（浦田勝広君） 議長。 

○議長（松本貞彦議員） 総務課長。 

○総務課長（浦田勝広君） 退職手当の件でございますけれども、２名が退職いたしまし

た。２名はそれぞれ勤続年数が３５年以上ということで、１名２,４３７万１,９０４円に

なります。もう１名は２,２７８万１５２円ということになります。 

○４番（須藤秀忠議員） 議長。 

○議長（松本貞彦議員）４番 須藤秀忠議員。 

○４番（須藤秀忠議員） これは市役所の職員の計算の仕方と全く一緒ですか。 

○総務課長（浦田勝広君） 議長。 

○議長（松本貞彦議員） 総務課長。 

○総務課長（浦田勝広君） はい、同じです。 

○局長（近藤 敦君） 議長。 

○議長（松本貞彦議員） 局長。 

○局長（近藤 敦君） 済みません、補足でございますが、両名とも３５年以上は一緒で

ございまして、１名が富士市でいう統括主幹、もう１名、金額が安いほうでございますけ

れども、係長、主幹となっています。 

○４番（須藤秀忠議員） 議長。 

○議長（松本貞彦議員）４番 須藤秀忠議員。 

○４番（須藤秀忠議員） わかりました。 

○２番（小山忠之議員） 議長。 

○議長（松本貞彦議員） ２番 小山忠之議員。 

○２番（小山忠之議員） ２６年度は休止工場が９工場となっているんですけれど、さっ

きの説明で２工場と言わなかったですか。途中でまた変わってきたということか、その辺

はどうかなということですね。それと休止工場の再稼働の見通しというのはどういうふう

に伺っていますか。 
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 もう１点、２８年２月までの使用料特別措置がありますが、次年度からはもとに戻ると

いうことですね。このもとに戻ることについては、各使用工場から合意は出ているのか。

もっと延ばしてくれという動きは、とりあえずはないのでしょうかね、今年度の状況を見

て。この２点だけ。 

○局長（近藤 敦君） 議長。 

○議長（松本貞彦議員） 局長。 

○局長（近藤 敦君） それでは１つ目の質問でございます。休止工場は全体で９工場で

ございまして、私が２工場と言うのは、平成２６年度の予算時に比べて、王子マテリア２

工場が休止をしたため、そういう形で表現をさせていただきました。全体としては９工場

でございますが、２６年度の途中に新たに休止になったということでございます。 

 それから、再開の見込みがあるかないかということですけれども、ただいま休止になっ

ている工場に何回か聞き取りをしておりますけれども、やはりこのような状況だと、とり

あえず休止にはしておりますと。今説明をしました王子マテリア関連の２工場に対して

も、設備としてはとりあえず残しておきますと。どこかほかの工場を探してはいるもの

の、現在見つかっておりません。ですから、とりあえず休止として、廃止はしないで残し

ておきますということでございます。 

 ３番の２０％減額措置の関係でございますけれども、この経緯というのは、経済的負担

を軽減するために、３年４カ月という期間を設けて行う暫定措置でございますが、今年度

末に終了を迎えるに当たりまして、３月に各代表者を集めまして意見交換を行いまして、

全会一致で、一人の反対もなく、もとに戻すことを承諾していただいております。以上で

す。 

○２番（小山忠之議員） 議長。 

○議長（松本貞彦議員） ２番 小山忠之議員。 

○２番（小山忠之議員） 全体で９工場が現在休止しているということでいいわけです

ね。ということは来年からまた、再開はわからないけれども、こちらの経理的には２０％

の減額がもとに戻るわけですから、状況的、経理的には好転するという見通しですね。 

○局長（近藤 敦君） 議長。 

○議長（松本貞彦議員） 局長。 

○局長（近藤 敦君） 済みません、言葉が足らず申しわけございません。今の９工場の

中の昔の日本製紙鈴川の関係でございますが、新たに火力発電所といたしまして、鈴川エ

ネルギーセンターに名称を変えまして、ここが新たに再開をいたしました。これが１０月

末、あるいは１１月早々には排水を流すということで、今、許可の申請を出しまして、進
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めているところでございます。それと今年度５月以降、９月に鷹岡の王子エフテックスが

報道もありましたけれども、ここが休止を経て、廃止になる見込みとなりました。そのか

わりと言ったら何ですが、今申し上げましたエネルギーセンターが使用再開。それから静

岡ガスですが、ここは休止という形ではなく１回廃止をしておりますが、また新規で入る

予定です。それから増量につきましても、天間特殊製紙、それから王子エフテックスの前

田工場、こちらが増量の申請をしております。あと今、予算の作成中でございますが、来

年度予算、今の減額措置の終了を加味しますと、少し好転をしているかなという状況でご

ざいます。以上です。 

○３番（前島貞一議員） 議長。 

○議長（松本貞彦議員） ３番 前島貞一議員。 

○３番（前島貞一議員） 先ほどの関連でちょっとお伺いをいたしますが、２８年２月ま

での２０％減額なんですが、金額的にはどれくらいの金額を示されていますか。 

○局長（近藤 敦君） 議長。 

○議長（松本貞彦議員） 局長。 

○局長（近藤 敦君） 全体で年８,０００万円ほど増収になると思われます。 

○議長（松本貞彦議員） ほかにはございませんか。 

○１０番（中村憲一議員） 議長。 

○議長（松本貞彦議員） １０番 中村憲一議員。 

○１０番（中村憲一議員） 初めて伺ったものですから、基本的なことをまず教えていた

だきたいのですが、使用料としての今後の見通しについてどのようにお考えになっている

か。先ほどの審査意見書の話だと厳しいというような話なものですから、こちらの人員を

含めた体制づくりも将来的には見直す時期に入るのかなと思うのですが、この辺をちょっ

とお聞かせいただければと思います。 

○局長（近藤 敦君） 議長。 

○議長（松本貞彦議員） 局長。 

○局長（近藤 敦君） 中村議員の質問の１つ目で、経済見通しでございますけれども、

全国の製紙会社、シンクタンクの発表によりますと、来年度以降も１％くらい生産は落ち

るのではないかという見通しが出ていまして、岳南地域、ここに限っては、甘いとおっし

ゃられるかもしれないのですが、大分家庭紙のほうは、トイレットペーパーとか紙タオル

の関係で回復してきている状況を経営者のほうから少し聞いておりまして、私どもとして

は、一応ここで底を打ったのかなという考えもございます。来年はちょっと増量も見込め

ますし、収入のほうも安定してくるとは考えております。大手も、やはり決算は王子製紙
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が最高益ということで、大分見通しもついてきたのではないかなと思っているところでご

ざいます。 

 それから、人員を含めた削減計画とのお話でございますが、岳南排水路の定員は、条例

で２１名と定められています。その中で、もう過去１０年ほど前からかなり人員削減をし

てきまして、現在のところ、正規の職員が１２名、それから富士市からの派遣職員が２

名、臨時職員も含めて計１６名で今作業している状態でございまして、一応作業としては

１７.２名ぐらいが最適な作業人数ではないかという報告もありますので、これ以上の減員

は考えておりません。以上でございます。 

○１０番（中村憲一議員） 議長。 

○議長（松本貞彦議員） １０番 中村憲一議員。 

○１０番（中村憲一議員） 今、見通しも大分明るいなと感じたんですが、この岳南排水

路がある部分について、例えば新規でこちらに進出していきたいなんていう企業はあるの

ですか。 

○局長（近藤 敦君） 議長。 

○議長（松本貞彦議員） 局長。 

○局長（近藤 敦君） 具体的な案件でございますが、今、この事務所の北側にある事業

所１件が入りたいということで、今協議している最中でございます。そんなに数はないと

思います。 

○１０番（中村憲一議員） 議長。 

○議長（松本貞彦議員） １０番 中村憲一議員。 

○１０番（中村憲一議員） ありがとうございました。 

○６番（小松快造議員） 議長。 

○議長（松本貞彦議員） ６番 小松快造議員。 

○６番（小松快造議員） 今の関連になると思うんですけれども、例えば富士地区の製紙

業界の皆さん、今回ＴＰＰが決まりましたけれども、これについての影響というのは、ど

ういう見方をされているかという情報は入っていますか。 

○局長（近藤 敦君） 議長。 

○議長（松本貞彦議員） 局長。 

○局長（近藤 敦君） 済みません、情報力の不足で申しわけございません。その辺の情

報はまだ入っておりません。 

○６番（小松快造議員） 議長。 

○議長（松本貞彦議員） ６番 小松快造議員。 
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○６番（小松快造議員） その辺もかなり影響を受けるのではないかなと。吉と出るのか

凶と出るのかわかりませんけれども、情報収集はしておいていただきたいと思います。 

○８番（杉山 諭議員） 議長。 

○議長（松本貞彦議員） ８番 杉山諭議員。 

○８番（杉山 諭議員） 富士市の下水なんかも、節水型の機器を各家庭で使用すること

によって上水の使用量が減って、当然使用量が減っているということは下水に流す量も減

っているんですけれども、この岳南排水路についてはどのような傾向になっているのか、

少し教えていただければと思います。 

○局長（近藤 敦君） 議長。 

○議長（松本貞彦議員） 局長。 

○局長（近藤 敦君） 杉山議員のおっしゃるとおりでございまして、企業も節水努力を

本当にしております。回収水ですね、流れる前の水をもう１度回収をして、また新たなも

のにかえてというような努力をしております。ですから全体的にも減ってきているような

状況でございます。 

○４番（須藤秀忠議員） 議長。 

○議長（松本貞彦議員） ４番 須藤秀忠議員。 

○４番（須藤秀忠議員） 勉強のために教えてもらいたいんですけど、職員退職手当の基

金が８,１４４万５,９２２円あったのが、４,７１５万２,０５６円取り崩したことによ

り、決算年度末の現在高が４,９４４万８,９８４円ということですが、これは近い将来何

人か退職するという状況なのですか。 

 それから、岳南排水路基金そのものの前年度末の額が３５億１,８８４万３,３４６円だ

ったのが決算年度末現在高が３４億６,８３４万５,９７９円、差し引き５,０５０万円が減

っているわけですね。これを見たら取崩額が１億１,９００万円で、それに対して利子が

５,３００万円と積立金が１,５００万円だからということですけれども、向こう６０年分

で全部取り崩してきた場合のところで、この安定した財政運営といいますか、経営の１つ

の尺度からどのように考えているのか、それをちょっと教えてもらいたい。 

○局長（近藤 敦君） 議長。 

○議長（松本貞彦議員） 局長。 

○局長（近藤 敦君） まず１番のご質問でございますけれども、計画は、次は私になり

ますけれども、平成２９年度１名退職、それから３０年度に１名退職、それからしばらく

は退職はございません。今１,５００万円積み立てておりますけれども、今後５００万円に

減らす計画でいきたいと思っております。 
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 それから２番、どんな計画を将来に向けて立てているかでよろしいでしょうか。 

○４番（須藤秀忠議員） 議長。 

○議長（松本貞彦議員） ４番 須藤秀忠議員。 

○４番（須藤秀忠議員） 今、決算では５,０５０万円減っているけれども、それに対し

て、３４億あれば６０年もつのか。そのことについて、それでいいとするのか、見通しで

すね、考え方はどうなっていますか。 

○局長（近藤 敦君） 議長。 

○議長（松本貞彦議員） 局長。 

○局長（近藤 敦君） まず、岳南排水路の施設は県がつくったもので、昭和２０年代後

半から３０年代に多くの管が布設をされたわけですけれども、これがここ何年かで耐用年

数を超えてきます。その老朽化対策を早急に実施しなければならない。これがやはり支出

としてものすごいお金がかかるわけでございまして、その対処をうちのほうも考えていき

たいとうことで、大胆な計画になるかもしれませんが、岳南排水路の全体の排水量計画を

見直ししまして、もう少し抜本的な構造改革ではないですが、色々なルート変更、管径の

縮小など、見直していきたいなと、５年間で少し将来に向けての案を出していきたいなと

は考えているところでございます。 

 それから、先日の臨時の運営委員会で、この２０％減額終了の話にかかわってくる話で

ございますが、要は基金３０億、これはなるべく使わないで３０億を目標金額として残し

ておきたい。この３０億の基金というのは、もともと大きな改良工事、あるいは大規模災

害でよそに迷惑をかけないために残しておいて、そのときに使おうという基金でございま

すので、ここは余り手をつけないでおこうと。そうしますと絶対的に収入が足りないもの

ですから、なるべくこちらも抜本的な構造改革をして、支出を抑えて、将来にわたっては

もしかすると値上げもあり得ますよと、そこまでの話はさせていただきましたが、実際は

この状況が続く限り値上げというのも無理な話だと思いますので、とにかく支出のコスト

を下げる努力をしていきたいと思っております。以上です。 

○４番（須藤秀忠議員） 議長。 

○議長（松本貞彦議員） ４番 須藤秀忠議員。 

○４番（須藤秀忠議員） わかりました。 

○議長（松本貞彦議員） 質疑を終わります。 

 これから討論に入ります。―討論なしと認め、討論を省略いたします。 

 これから採決に入ります。 

 認第１号平成２６年度岳南排水路管理組合会計歳入歳出決算については原案どおり認定
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することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって認第１号は原案どおり認定されました。 

（監査委員 山本浩之君 退席） 

                                     

     日程第４ 議第４号平成２７年度岳南排水路管理組合会計補正予算 

          について（第１号） 

○議長（松本貞彦議員） 日程第４ 議第４号平成２７年度岳南排水路管理組合会計補正

予算について（第１号）を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

○局長（近藤 敦君） 議長。 

○議長（松本貞彦議員）局長。 

○局長（近藤 敦君） ただいま上程されました議第４号平成２７年度岳南排水路管理組

合会計補正予算（第１号）についてご説明を申し上げます。 

 議案書の３ページをお願いいたします。平成２７年度岳南排水路管理組合会計補正予算

（第１号）は、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３,０２２万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億７２２万円とするものでございます。 

 先ほど管理者から総括説明がされておりますので、直ちに内容説明をさせていただきま

す。 

 議案書の７ページ、８ページをお願いいたします。２、歳入でございますが、４款１項

１目前年度繰越金は、決算確定に伴い、補正前の額３,０００万円に３,０２２万円を増額

し、６,０２２万円とするものでございます。 

 続きまして、３、歳出でございますが、５款１項１目予備費は、補正前の額１,０００万

円に３,０２２万円を増額し、４,０２２万円とするものでございます。これは年度の途中

でございますので、調整予算として補正をお願いするものでございます。 

 以上、議第４号平成２７年度岳南排水路管理組合会計補正予算（第１号）につきまして

ご説明いたしましたが、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げまして、説明を

終わります。 

○議長（松本貞彦議員） 当局の説明を終わります。 

 これから議第４号について質疑に入ります。―質疑もないようですので質疑を終わり

ます。 

 これから討論に入ります。―討論なしと認め、討論を省略いたします。 
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 これから採決に入ります。 

 議第４号平成２７年度岳南排水路管理組合会計補正予算について（第１号）は原案どお

り決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって議第４号は原案どおり可決されました。 

                                     

     日程第５ 議第５号岳南排水路管理組合監査委員の選任につき同意 

          を求めることについて 

○議長（松本貞彦議員） 日程第５ 議第５号岳南排水路管理組合監査委員の選任につき

同意を求めることについてを議題といたします。 

 本案について、管理者の説明を求めます。 

○管理者（小長井義正君） 議長。 

○議長（松本貞彦議員） 管理者。 

○管理者（小長井義正君） 議第５号岳南排水路管理組合監査委員の選任につき同意を求

めることについて、提案理由のご説明を申し上げます。 

 このたびご同意を賜りたい監査委員は、知識経験を有する者から選出される委員でござ

います。知識経験を有する委員であります山本浩之氏は、来る１２月１９日をもちまして

任期満了となります。これによりまして、組合規約第１１条第２項の規定により、監査委

員の選任につき議会の同意を得ようとするものであります。 

 ご提案申し上げました山本浩之氏は、現在、富士市代表監査委員に在任中でございま

す。本委員としてその職務と責任を全うされてまいりましたので、引き続き委員として再

任しようとするものであります。 

 何とぞ議会のご同意を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたしま

す。 

○議長（松本貞彦議員） 説明を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本案は人事に関することでありますので、質疑、討論を省略し、直ちに採決を行いたい

と思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって直ちに採決に入ります。 

 議第５号岳南排水路管理組合監査委員の選任につき同意を求めることについては原案ど

おり同意することにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって議第５号は原案どおり同意されました。 

 以上をもちまして、本定例会に付議されました事件は全て終了いたしました。よって本

日の会議を閉じ、岳南排水路管理組合議会定例会を閉会いたします。 

午前１１時１５分 閉 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21

地方自治法第１２３条第２項の規定に基づき署名する。 
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